
國學院大學卓球部ＯＢ会規約 

 

第１条 本会は國學院大學卓球部ＯＢ会と称し、事務局を國學院大學卓球部内に置く。 

第２条 本会は関東学生ＯＢ・ＯＧ卓球連盟に加入する。 

第３条 本会は会員相互の親睦を図り、以って明朗闊達な交流を倍加することを目的とし、國學院大學

卓球部の発展に寄与する。 

第４条 本会は以下の事業を行う。 

（１） 総会および親睦会の開催 

（２） 周年記念行事の実施 

（３） 現役主催の行事への参加 

（４） 現役学生への支援 

（５） 関東学生ＯＢ・ＯＧ卓球連盟の主催する事業への参加 

（６） その他 

第５条 本会の会員は國學院大學卓球部卒業生とする。ただしこれに準ずる者も役員会の承認を得て会

員となることができる。 

第６条 本会に以下の役員を置く。 

（１）会 長  １名 

（２）副会長  若干名 

（３）幹事長  １名 

（４）幹 事  若干名 

（５）会 計  １名 

（６）監 査  １名 

（７）監 督  男女各１名 

第７条 会長は本会を代表し会務を統括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。 

３ 幹事長は本会の運営を円滑ならしめるため、必要な事業を立案し、これを遂行する。 

４ 幹事は幹事長を補佐し、事業の運営と管理、名簿および会報を作成する。 

５ 会計は会費の集金と出納、予算および決算を作成する。 

６ 監事は本会の事業ならびに会計を監査する。 

７ 監督は競技力向上のための現役支援を統括する。 

第８条 役員の選任は会員の互選により選出し、総会で承認を得る。 

第９条 幹事長は必要に応じて役員会を開催することができる。 

第１０条 役員の任期は１年とし、重任を妨げない。 

第１１条 本会に名誉会長１名、顧問若干名をおくことができる。 

２ 名誉会長は、会長の経験者で特に功績があったと役員会で推挙され、総会で認められた者とする。 

３ 顧問は、会長または副会長の経験者で特に功績があったと幹事会で推挙され、総会で認められた

者とする。 

第１２条 本会の会費は年額１口３，０００円とする。３０歳未満ならびに６０歳以上の会員は１口以

上、それ以外は２口以上とする。 

２ 必要に応じて、年額１口２，０００円の現役支援金を徴収することができる。３０歳未満ならび

に６０歳以上の会員は１口以上、それ以外は２口以上とする。 

第１３条 本会のすべての年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 



第１４条 本規約の改正およびその他必要事項は総会において定める。 

 

附則 本規約は昭和３８年４月１日から実施する。 

附則 本規約は昭和４７年４月１日から実施する。 

附則 本規約は平成１９年６月１日から実施する。 

附則 本規約は平成３１年４月１日から実施する。 

附則 本規約は令和５年４月１日から実施する。 

 


